
                          議提議案第５号  

 

相模原市がんばる中小企業を応援する条例について 

 相模原市がんばる中小企業を応援する条例を次のように制定する。 

 

  平成２５年８月３０日提出 

 

                提出者 相模原市議会議員 佐 藤 賢 司 

                提出者 相模原市議会議員 溝 渕 誠 之 

                提出者 相模原市議会議員 久保田 義 則 

                提出者 相模原市議会議員 折 笠 峰 夫 

                提出者 相模原市議会議員 稲 垣    稔 

                提出者 相模原市議会議員 岸 浪 孝 志 

                提出者 相模原市議会議員 沼 倉 孝 太 

                提出者 相模原市議会議員 中 村 昌 治 

                提出者 相模原市議会議員 阿 部 善 博 

                提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

                提出者 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 

                提出者 相模原市議会議員 古 内   明 

                提出者 相模原市議会議員 小 野   弘 

 

相模原市がんばる中小企業を応援する条例 

 近年の経済活動のグローバル化とそれに伴う企業間競争の激化、社会構造を変え

る急速な少子高齢化の進行や人口減少時代の到来を受け、中小企業を取り巻く環境

は大きく変化してきており、その活力の低下も懸念されるところです。 

本市は、昭和２９年の市制施行以来、高度経済成長を背景に多様な業種で新

進気鋭の意欲的な人々が、技術を競い合いながらも助け合い、事業活動を展開

し、成長・発展してきた都市です。首都圏南西部における広域的な交流拠点都

市として、市内経済の持続可能な発展のためには、中小企業の産業活動を支援

することが不可欠であるという基本的な考え方に立ち、中小企業の振興に関す

る施策を本市市政の重要課題として位置付け、相模原市をより豊かで住みやす



いまちとするため、ここに、この条例を制定します。 

 (目的) 

第１条 この条例は、中小企業が本市の経済において果たす役割の重要性に鑑み、

中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する

施策を総合的に推進し、もって市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与するこ

とを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）中小企業者 中小企業基本法(昭和３８年法律第１５４号)第２条第１項各号

のいずれかに該当する者であって、市内に主たる事務所又は事業所を有するも

のをいう。 

（２）中小企業支援機関 相模原市産業振興財団、商工会議所、商工会その他の中

小企業の振興に関する団体及び地域経済の振興に関する活動を行う団体等をい

う。 

（３）大企業者 中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するも

のをいう。 

（４）大学等 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する大学及び高

等専門学校、国立大学法人法(平成１５年法律第１１２号)第２条第４項に規定

する大学共同利用機関その他の研究開発機関をいう。 

 (市の責務) 

第３条 市は、この条例の趣旨にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的

に策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国、関係地方公共団体、中小

企業者、中小企業支援機関、大企業者、大学等及び市民と協力して、効果的に実

施するよう努めるものとする。 

 (中小企業者の取組) 

第４条 中小企業者は、経営の革新(中小企業基本法第２条第２項に規定する経営

の革新をいう。以下同じ。)、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への

即応のために、自主的な取組を行うよう努めるものとする。 

２ 中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努め



るものとする。 

３ 中小企業者は、従業員が健康で働きやすい職場環境づくり及び福利厚生の充実

に努めるものとする。 

４ 中小企業者は、地域社会と調和を図り、緊急の災害への対応を始めとして、暮

らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。 

(中小企業支援機関の取組) 

第５条 中小企業支援機関は、中小企業者の経営の改善及び向上のための支援に積

極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に市と連携

して取り組むよう努めるものとする。 

(大企業者の役割) 

第６条 大企業者は、中小企業の振興が市内経済の発展において果たす役割の重要

性を理解し、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

 (市民の理解と協力) 

第７条 市民は、中小企業の振興が市内経済の発展及び市民生活の向上において果

たす役割の重要性を理解し、中小企業者の健全な発展に協力するよう努めるもの

とする。 

(施策の基本方針) 

第８条 市は、中小企業の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、この条

例の趣旨にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。 

（１）中小企業者の経営の革新及び創業を促進するための施策を推進すること。 

（２）中小企業者の製品の販路拡大及び新技術等を利用した事業活動の促進を図る

こと。 

（３）市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執

行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、発注、

調達等の対象を適切に分離し、又は分割すること等により、中小企業者の受注

の機会の増大に努めること。 

（４）中小企業者の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化

を図ることにより、中小企業者の経営基盤の強化を促進すること。 

（５）地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項に規定する指定

管理者の指定に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な選定手続



及び当該公の施設の効果的な管理の確保に留意しつつ、中小企業者の参入機会

の増大に努めること。 

（６）中小企業者の経営の革新のための自主的な取組、市の施策への協力、地域社

会への貢献の状況等を適切に評価し、積極的な支援に努めること。 

（７）中小企業者相互及び中小企業者と中小企業支援機関、大企業者、大学等との

連携及び協力を促進するための施策を推進すること。 

（８）中小企業の振興に対する市民の理解を深めるとともに、中小企業の振興が地

域のにぎわいづくりや地域社会の発展において果たす役割の重要性を認識し、

中小企業者と協働し、その活性化に向けた施策を推進すること。 

（９）前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興のために必要な施策を推進する

こと。 

 (財政上の措置) 

第９条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講ずるもの

とする。 

 (実施状況の公表) 

第１０条 市長は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、イ

ンターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

 (委任) 

第１１条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 (施行期日) 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


